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宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）における 

スケートセクション等検討及び製作設置業務公募型プロポーザル実施要項 

 

京都市文化市民局   

市民スポーツ振興室   

 

宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）におけるスケートセクション等検討

及び製作設置業務の受託者として最も適した候補者（以下「受託候補者」という。）を選定す

るに当たり、当該業務の品質を確保し、効果的に実現するため、次のとおり公募型プロポー

ザル方式による企画競争を行う。 

 

１ 業務の内容 

⑴ 件名 

   宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）におけるスケートセクション等

検討及び製作設置業務（以下「本業務」という。） 

 ⑵ 業務内容、履行期間等 

別に定める「宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）におけるスケート

セクション等検討及び製作設置業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

２ 契約上限額 

金 31,700千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

なお、全て又は一部を問わず、前金払は行わない。 

 

３ プロポーザルの参加資格 

⑴ 置き式スケートセクションの検討、製作、設置等に関する業務を元請けとして受注し、

履行完了した実績を過去５年間で１件以上有すること。 

⑵ 参加申請書等を提出する日から受託候補者として決定する日までに、事業者が次のア

～オに該当する場合は応募できない。 

ア 法人又はその代表者が次の(ｱ)～(ｴ)に掲げる税等を滞納している者 

   (ｱ) 所得税又は法人税 

   (ｲ) 消費税 

   (ｳ) 本市の市税 

   (ｴ) 本市の水道料金及び下水道使用料 

イ 代表者、役員又はその使用人が刑法第 96条の６又は第 198条に違反する容疑があっ

たとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を

経過しない者 

ウ 法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条若し

くは第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定され

た日から２年を経過しない者 

  エ 令和６年度京都市競争入札参加有資格者名簿（物品）に登録がない者 
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  オ 京都市競争入札等取扱要綱第 29 条第１項の規定に基づく競争入札参加停止の措置

を受けている者 

 

４ 応募手続等 

 ⑴ 提出書類 

   ⑶で定める提出期限までに、次のア～カに掲げる書類を後記「10 問合せ先及び提出

先」に提出すること。 

  ア 参加申請書（第１号様式） 

  イ 業務実績調書（第２号様式） 

  ウ 配置技術者調書（第３号様式） 

   (ｱ) ３か月以上の雇用を証明する書類の写し 

     「ウ 配置技術者調書（第３号様式）」に記載する者について、常勤の自社社員で

あり、参加申請日において引き続き３か月以上の雇用関係にあることが確認できる書

類（会社名が表示されている健康保険証等）の写しを提出すること。 

   (ｲ) 資格を証明する資格者証等の写し 

     「ウ 配置技術者調書（第３号様式）」に記載する者について、本業務に関連する

資格を有する者がいる場合は提出すること。 

  エ 業務従事者配置調書（第４号様式） 

    管理技術者及び担当技術者以外に本業務に従事する者がいる場合に記載すること。 

オ 技術提案書（様式自由） 

    次の(ｱ)～(ｳ)について、A4版の両面５枚（10ページ）以内で作成すること。 

   (ｱ) 実施方針 

     仕様書を踏まえ、本業務で求める成果を得るために実現可能な進め方、取組方針

等を的確に示すこと。 

   (ｲ) 実施体制、実施フロー等 

     仕様書を踏まえ、本業務で求める成果を得るために実現可能な実施体制、実施フロー

等を提案すること。 

   (ｳ) 提案項目 

    ・【メインパーク】上級者を主な利用者と想定して設置するスケートセクション（バ

ーチカルランプ）について、①他施設との差別化を図れる規格、仕様等、②バー

チカルランプ本体及びその周辺への安全対策、③メンテナンス性を考慮した配置

の案を提案すること。 

    ・【ミニパーク】初心者・初級者～中級者を主な利用者と想定して設置する置き式ス

ケートセクションについて、①規格、仕様等、②3x3 エリア及びスケートエリア

における利用者の安全対策の案を提案すること。 

    ・【共通】メインパーク周辺、ミニパーク周辺及び園路において、本公園利用者、本

パーク利用者等が休憩できる施設の案を提案すること。 

  カ 見積書（第５号様式）、経費内訳書（様式自由） 

⑵ 提出部数 

ア 「⑴オ 技術提案書」       ：紙媒体９部 
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イ その他資料（⑴ア～カのうちオ以外）：紙媒体各１部 

 ⑶ 提出期限 

ア 「⑴ア 参加申請書（第１号様式）」 

    令和６年６月３日（月）午後４時（必着） 

   注 参加申請書（第１号様式）を提出していない事業者は、プロポーザルに参加でき

ない（その他資料を受理しない。）。 

イ その他資料（⑴イ～カ） 

令和６年６月 10日（月）午後４時（必着） 

 ⑷ 提出方法 

   持参し、又は郵送することとする。これら以外の方法（FAX、E-mail 等）による提出は

受理しない。郵送する場合は期間内の必着とし、電話等による到達確認を必ず行うこと。 

 ⑸ 留意事項 

  ア 企画提案書等の内容は、見積金額の範囲内で提案者が実現できる内容とすること。 

  イ 提案審査は企画提案書等により行うため、専門的な知識を持たない者でも理解でき

る表現で記載すること。 

  ウ 「仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。 

  エ A4 版の両面（縦横は問わない。）とすること。ただし、図面等は A3 版の用紙を A4

版に折り込むことを可能とする。 

 ⑹ その他 

ア この応募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

イ 失格事項 

  参加申請書、企画提案書等が次の(ｱ)～(ｵ)に該当する場合は、失格となるときがある。

また、受託候補者の選定に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合も失格とする。 

(ｱ) 提出書類、提出期限、提出方法及び提出先に適合しないもの 

(ｲ) 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

(ｳ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(ｴ) 虚偽の内容が記載されているもの 

(ｵ) 本市が示した契約上限額を上回る見積価格であるもの 

ウ 制約事項 

 (ｱ) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全てを提案者の負担とする。 

 (ｲ) 提出された書類は、事業者の選定以外には提案者に無断で使用しない。 

 (ｳ) 提出された書類は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成

することがある。 

 (ｴ) 提出された書類について、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

 (ｵ) 提出された書類は、全て返却しない。 

 

５ 参考図書 

４⑶アで定める提出期限までに参加申請書（第１号様式）を提出したプロポーザルへの

参加希望者に対して、以下の参考図書（PDF形式）を送付する。 

 【メインパーク及びミニパーク】 
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宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）整備工事（令和６年５月 23日開札）

における総括平面図、現況平面図、割付平面図、造成平面図、縦断面図、横断面図、施

設平面図及び施設構造図－５ 

 

６ 本件に対する質問期限及び回答 

  募集内容について質問等がある場合は、次の⑴～⑶により受け付ける。ただし、他の応

募事業者に関する質問には応じない。 

⑴ 質問期限 

   令和６年５月 30日（木）午後４時（必着） ※期限後の質問は、一切受け付けない。 

 ⑵ 質問方法 

   後記「10 問合せ先及び提出先」に E-Mailで問い合わせることとする（様式は任意）。

面談又は電話での質問は一切受け付けない。 

 ⑶ 回答日及び回答方法 

   質問者に関する情報は伏せたうえで、令和６年６月３日（月）までに本市ウェブペー

ジに質問及び回答を掲載する。 

 

７ 受託候補者の選定に関する審査 

 ⑴ 評価項目 

受託希望者から提出された提案書に基づき、別紙１「宝が池公園運動施設アーバンス

ポーツパーク（仮称）におけるスケートセクション等検討及び製作設置業務に係る受託

候補者評価要領」により評価する。 

なお、必要に応じてプレゼンテーションやヒアリングの機会を設ける場合があり、日

時及び場所については本市から別途指定する。 

 ⑵ 評価方法 

   本市が設置する受託候補者選定委員会（以下「委員会」という。）において、非公開で

審査を行う。委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

   なお、委員会は委員の３分の２以上の出席により成立するものとし、委員会の議事は

出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

 委員長 文化市民局市民スポーツ振興室長 

委 員 文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ施設課長 

委 員 建設局みどり政策推進室緑化推進課長 

 ⑶ 受託候補者の選定 

   各委員の評価点の平均点（小数点第二位を四捨五入したもの）を最終評価点とし、最

終評価点が総合計点（70点）の６割以上を獲得した者の中から、最も評価が高い者を受

託候補者として選定する（プロポーザルは１者のみの応募でも成立するが、その場合で

も最終評価点が総合計点（70点）の６割以上となることを条件とする。）。 

なお、委員会は、受託候補者が次のア～ウのいずれかに掲げる条件に該当した場合は、

直ちにその業者を選定から除外する。 

  ア ヒアリングに特別な理由なく応じなかった場合 
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  イ 選定に影響を与える不誠実な行為があった場合 

  ウ その他市長が特に参加資格を有することが不適当であると認めた場合 

 

８ 受託者の決定 

 ⑴ 審査結果の通知 

   審査結果は、書面をもって令和６年６月中旬～下旬に通知する。また、結果について

は、本市ウェブページで公開する。 

 ⑵ 受託者の決定 

   受託候補者と協議し、仕様等の契約内容について合意した場合は、契約を締結する。 

   なお、受託候補者（第一交渉権者）と協議し、合意しなかった場合は、次順位の交渉

権者を新たな受託候補者として協議を行う。 

 

９ 契約に関する基本的事項 

受託者との契約においては、別紙２「委託契約書（案）」及び以下を基本とする。 

 ⑴ 契約金額及び内容 

   契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 

   契約内容は、仕様書及び企画提案書の内容に基づき、受託候補者と協議のうえ決定す

る。ただし、提案内容は、実現を確約したものとみなす。 

 ⑵ 選定後の準備 

   選定された受託候補者は、業務開始時までに実施方法の詳細について本市と協議し、

必要な準備を完了するものとする。 

 

10 問合せ先及び提出先 

⑴ 住所 

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地 

 ⑵ 担当部署及び担当者 

京都市文化市民局市民スポーツ振興室（担当 三宅、馬屋原） 

 ⑶ 連絡先 

ア 電話 

075-222-3135 

イ E-Mail 

  sports@city.kyoto.lg.jp 
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